
 

 

 

 

令和６年 4 月 

下 関 市 

 

建設発生土の取扱いについては、残土の発生抑制に努めることを基本方針とし、やむを得ず残

土が発生する場合は、令和５年１０月１日より、原則として指定処分として処理することとして

います。 

このたび、指定処分先として、下記の処理場を公共残土処理場として指定しましたのでお知ら

せします。 

 

 

１ 処理場の名称、場所、管理者 

 名 称：下関港新港地区公共残土処理場 

  場 所：下関市長州出島１５番（位置図参照） 

  管理者：下関市港湾局 

 

２ 処理単価 

￥２,２００円／ｍ3（消費税及び地方消費税の額を含まない。） 

 

３ 受入条件 

（１）建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定

める省令別表第一で定める第一種建設発生土、第二種建設発生土又は第三種建設発生土

とする。（別紙１参照） 

（２）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に

排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第一条で定める基準

を満足するもの。（別紙２参照） 

（３）建設発生土の設計数量が５００ｍ３以上である工事の建設発生土 

 

４ 実施方法 

（１）利用者は、あらかじめ残土処分受入申込書（様式第１号）を下関市港湾局へ提出し、市

長の承諾を受けること。 

（２）建設残土の搬入を開始するときは、事前に管理者又は管理業務の委託を受けたものに連

絡すること。 

 

５ その他 

利用の際には管理者の指示に従い、周辺地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう注意

し、事故等の防止に努めること。 

下関港新港地区公共残土処理場の設置について（お知らせ） 



６ 実施時期 

  令和６年４月１日以降から適用する。 

 

 


